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７．自転車走行空間の確保 

７．１ 走行空間としてあるべき姿 

 

自転車の走行空間は、安全性や快適性に配慮し、歩行者と自動車から原則分離する。また、交通

量、自動車速度、道路幅員構成等を勘案し、①～③に示す適切な空間を確保する。さらに、自転車利

用の促進を図るため、既存の道路空間を有効に活用し、積極的に自転車走行空間の整備を行う。 

①自動車速度が速い区間→歩道側を通行させるべき区間 

②自転車交通が多い区間または歩行者交通が多い区間→車道側を通行させるべき区間 

③上記２区間の重複区間→自動車と自転車と歩行者を分離させるべき区間 

 

まず、交通量、自動車速度より走行空間としてあるべき姿を３パターンで整理した。これに、道路

幅員構成、沿道状況を勘案し、整備手法を設定する。 

 

■走行空間としてあるべき姿 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン１
自動車・歩行者と

の分離区間
自動車 自転車 歩行者

パターン２
歩道側を通行

させるべき区間
自動車 自転車 歩行者

パターン３
車道側を通行

させるべき区間
自動車 自転車 歩行者

パターン１
自動車・歩行者と

の分離区間
自動車 自転車 歩行者

パターン２
歩道側を通行

させるべき区間
自動車 自転車 歩行者

パターン３
車道側を通行

させるべき区間
自動車 自転車 歩行者

：車道側または歩道側での共存関係を示す：車道側または歩道側での共存関係を示す：車道側または歩道側での共存関係を示す

自動車速度
交通量

40km/h超 40km/h以下

自転車200台/2m・h以上
または

歩行者35人/2m・h以上

パターン１
自動車・歩行者と

の分離区間

パターン３
車道側を通行

させるべき区間

上記以外
パターン２

歩道側を通行
させるべき区間

どちら側でも対応
可能な区間

自動車速度
交通量

40km/h超 40km/h以下

自転車200台/2m・h以上
または

歩行者35人/2m・h以上

パターン１
自動車・歩行者と

の分離区間

パターン３
車道側を通行

させるべき区間

上記以外
パターン２

歩道側を通行
させるべき区間

どちら側でも対応
可能な区間
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７．２ 走行空間整備手法の選定 

 

１）基本的な整備手法の適用検討 

現況幅員または道路空間の再配分により自転車走行空間の基本的な整備手法（分離手法）の適用

を検討する。 

 ①自転車道の整備（完全分離） 

 ②自転車レーンの設置（車道通行） 

 ③自歩道での自転車走行位置の明示（歩道通行） 

上記３手法の適用検討では「自転車は車道通行」の原則及び安全性・快適性を考慮し、①→②→③

の順に検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

２）車道通行の検討 

３手法を適用できない場合、車道通行の原則より車道通行（自動車との共存）を検討する。歩道が

ない場合、歩道の有効幅員２ｍ以下の場合は、車道に④自転車走行指導帯を設置する。なお、自転車

速度が 40km/h 超の道路は安全性を考慮して自転車走行指導帯を設置しない。 

 

３）歩道通行の検討 

歩道通行（歩行者との共存）を検討する。歩道の有効幅員が３ｍ以上あれば⑤自転車啓発帯を設

置する。３ｍ未満であれば啓発サインの路面標示により⑥ルールの徹底・マナーの啓発を行う。 

 

ネットワーク路線毎の整備手法は、次のフローに従って選定する。 

 

■整備手法選定の考え方 

 

 

 

 

 

２．車道通行の検討（自動車との共存）
④自転車走行指導帯

３．歩道通行の検討（歩行者との共存）
⑤自転車啓発帯
⑥ルールの徹底・マナーの啓発

１．基本的な整備手法の適用検討
①自転車道
②自転車レーン
③自歩道での走行位置明示

適用
不可 ２．車道通行の検討（自動車との共存）

④自転車走行指導帯

３．歩道通行の検討（歩行者との共存）
⑤自転車啓発帯
⑥ルールの徹底・マナーの啓発

１．基本的な整備手法の適用検討
①自転車道
②自転車レーン
③自歩道での走行位置明示

適用
不可

自転車安全利用五則（H19.7.10交通対策本部決定） 
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外 
2.車道は左側を通行 
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 
4.安全ルールを守る 
 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 
 ○夜間はライトを点灯 
 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 
5.子どもはヘルメットを着用 

参考資料 
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■整備手法選定フロー 

 

１．基本的な整備手法の適用検討

３．歩道通行の検討
（歩行者との共存）

２．車道通行の検討
（自動車との共存）

⑥⑥ルールの徹底・マナーの啓発ルールの徹底・マナーの啓発

YES

・路肩幅員1.5m以上
（歩道がある道路）

・自動車速度40km/h以下

YES NO

自転車レーン
設置

①①自転車道自転車道

自転車走行位置
の明示

④④自転車走行位置の明示自転車走行位置の明示

YES NO

②②自転車レーン自転車レーン

NO

再配分実施

・自転車道2m以上
・沿道の出入り状況（連続性の確保）

・歩道の有効幅員4.0m以上
（歩道2m＋自転車通行部分2m）

・植樹帯
・側溝

YES

YES

③③自転車走行指導帯自転車走行指導帯⑤⑤自転車啓発帯自転車啓発帯 「歩行者注意」の
路面標示

「歩行者優先」の
路面標示

「押し歩き」の
路面標示

バリアフリー特定経路

沿道が商店街か

自転車啓発帯
設置

自転車道
設置

空間再配分の可否

NOまたは
再配分実施済み

自転車走行指導帯の
設置

YES

NO

・歩道未設置または歩道の
有効幅員2.0m以下
・自動車速度40km/h以下

NO

YES

・歩道の有効
幅員3.0m以上
・道路空間の再配分 YES

NO

NO

スタート

注：交通量、自動車速度などを勘案し、適切な空間を確保
○下記２区間の重複区間：自動車と自転車と歩行者を分離
○自動車速度が40km/h超の区間：自動車と自転車を分離
○自転車200台/2m・h以上または歩行者35人/2m・h以上の

区間：自転車と歩行者を分離

１．基本的な整備手法の適用検討

３．歩道通行の検討
（歩行者との共存）

２．車道通行の検討
（自動車との共存）

⑥⑥ルールの徹底・マナーの啓発ルールの徹底・マナーの啓発⑥⑥ルールの徹底・マナーの啓発ルールの徹底・マナーの啓発

YES

・路肩幅員1.5m以上
（歩道がある道路）

・自動車速度40km/h以下

YES NO

自転車レーン
設置

自転車レーン
設置

①①自転車道自転車道

自転車走行位置
の明示

自転車走行位置
の明示

④④自転車走行位置の明示自転車走行位置の明示

YES NO

②②自転車レーン自転車レーン

NO

再配分実施

・自転車道2m以上
・沿道の出入り状況（連続性の確保）

・歩道の有効幅員4.0m以上
（歩道2m＋自転車通行部分2m）

・植樹帯
・側溝

YES

YES

③③自転車走行指導帯自転車走行指導帯⑤⑤自転車啓発帯自転車啓発帯 「歩行者注意」の
路面標示

「歩行者優先」の
路面標示

「押し歩き」の
路面標示

バリアフリー特定経路バリアフリー特定経路

沿道が商店街か沿道が商店街か

自転車啓発帯
設置

自転車啓発帯
設置

自転車道
設置

自転車道
設置

空間再配分の可否空間再配分の可否

NOまたは
再配分実施済み

自転車走行指導帯の
設置

自転車走行指導帯の
設置

YES

NO

・歩道未設置または歩道の
有効幅員2.0m以下
・自動車速度40km/h以下

NO

YES

・歩道の有効
幅員3.0m以上
・道路空間の再配分 YES

NO

NO

スタート

注：交通量、自動車速度などを勘案し、適切な空間を確保
○下記２区間の重複区間：自動車と自転車と歩行者を分離
○自動車速度が40km/h超の区間：自動車と自転車を分離
○自転車200台/2m・h以上または歩行者35人/2m・h以上の

区間：自転車と歩行者を分離
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■自転車走行空間整備手法 
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７．３ 個別路線の整備計画 

 

１）選定フローに従った整備計画 

整備手法選定フローに従い、道路幅員構成、沿道状況を勘案し、整備手法を設定したところ、以下

の問題が発生した。 

①片側のみ自転車道となる区間が存在する⇒反対側の車道や歩道を走行できなくなる（道路交通法第

６３条の３）ため、利便性が低下する 

②自転車の走行位置が「車道→歩道→車道」のように連続していない区間が存在する⇒車道をそのま

ま走行する自転車が出現する可能性が高くなり、自動車ドライバーとの自転車走行空間の認識の違い

により事故の危険性が増加するとともに、連続性が確保されていないため、走行性が低下する 

③既存の歩道整備計画が反映できていない 

 

２）整備計画の見直し 

利便性・連続性を確保するとともに、既存の歩道整備計画を反映するため、個別路線毎に整備計

画を見直した。 

①片側のみの自転車道設置しない 

②自転車の走行位置が「車道→歩道→車道」と入れ替わる区間では、連続性の確保を図る 

③既存の歩道整備計画を踏まえた整備計画とする 

 
注：本計画では、自転車道は両側設置を基本とするが、個別路線の整備の実施にあたり、個々の状況に応じて、

必要があれば片側のみの自転車道に準ずる整備（道路交通法上の自転車道ではない整備）を行うことも検討
する。 
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■整備計画の見直し結果 
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■整備計画の参考図 

整備手法 区間数 延長（km） 延長割合

自転車道 14 3.8 2%

自転車レーン 10 2.9 2%

自転車走行位置の明示 15 7.8 5%

自転車啓発帯 88 47.3 29%

自転車走行指導帯 82 43.0 27%

ルール・マナーの向上による対応 94 56.0 35%

計 303 160.8 100%

整備手法 区間数 延長（km） 延長割合

自転車道 14 3.8 2%

自転車レーン 10 2.9 2%

自転車走行位置の明示 15 7.8 5%

自転車啓発帯 88 47.3 29%

自転車走行指導帯 82 43.0 27%

ルール・マナーの向上による対応 94 56.0 35%

計 303 160.8 100%
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■整備イメージ 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備イメージ２
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■整備イメージ３－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備イメージ３－２

注：上記２案については、社会実験等を通じて有効性等を検証する 
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■整備イメージ４ 
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■整備イメージ５－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■整備イメージ５－２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：上記２案については、社会実験等を通じて有効性等を検証する 
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■整備イメージ６ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■整備イメージ７ 
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■整備イメージ８ 


